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尾道市第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画策定 

業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

 尾道市第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画の策定にあたり、公募型プロポー

ザルを実施し、提案事業者の当該業務に関しての知見、技能、経験等を見極め、本業務に

最も適した事業者を選定する。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名称   

尾道市第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画策定業務 

（2） 業務内容    

「尾道市第８期障害福祉計画及び第４期障害児福祉計画策定業務委託仕様書（以下

「仕様書」という。）」のとおり 

（3） 委託期間   

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（4） 業務委託料の上限額   

７，７００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※本金額はプロポーザルのために設定した上限額であり、契約金額ではない。 

提案にあたっては委託料の上限額を超えないものとし、超える場合は失格とする。 

 

３ 参加資格 

  参加する者の資格は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（1） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第 1 項及び第 2 項各

号に規定する者に該当しないこと。 

（2） 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条もしくは第６４４条の規定に基づく精

算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項もしくは第１９条の規

定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条

の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（3） 尾道市の令和７～９年度物品購入等競争入札参加資格者名簿（以下「競争入札参加資

格者名簿」という。）に登録されている者。ただし、競争入札参加資格者名簿に登録で

きる見込みがある場合は、次に掲げる書類等を提出することにより、公募手続きに参加

することができる。 

   ア 登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

   イ 財務諸表（直前事業年度分の貸借対照表、損益計算書） 

   ウ 尾道市税の完納証明 
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   エ 消費税及び地方消費税の納税証明 

 (4)  公告の日から契約締結の日までの間のいずれの日においても、市の指名停止期間中又

は入札参加資格停止期間中でないこと。 

(5)  尾道市暴力団排除条例（平成２４年条例第１３号）に規定する暴力団又は暴力団員

でないこと。また、暴力団の威力の利用や暴力団に利益を供与する等の当該条例に違

反する行為がないこと。 

（6） 尾道市に納付すべき市税の滞納がないこと。 

（7） 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（8） 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づく市町村障

害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づく市町村障害福祉計画並びに児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項の規定に基づく市町村障

害児福祉計画の策定業務の受託実績がある者であること。 

 

４ 選考スケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

公告 令和８年３月３０日（月） 

実施要領等の公表 

（尾道市ホームページで公開） 

令和８年３月３０日（月） 

質問書及びプロポーザル参加表明書の提

出期限 

令和８年４月６日（月）午後５時 

質問に対する回答 令和８年４月８日（水） 

企画提案書提出要請 令和８年４月８日（水） 

企画提案書等の提出期限 令和８年４月１５日（水）午後５時 

一次審査（3 者を超える場合） 令和８年４月１７日（金）～４月２０日（月） 

一次審査の結果通知（3 者を超える場合） 令和８年４月２１日（火） 

二次審査（プレゼンテーション） 令和８年４月２８日（火） 

選定結果通知 令和８年６月上旬 

 

５ 質問及び回答 

質問は、質問書【様式第１号】を作成し、「１４ 担当課」へ電子メールで送付するこ

と。電子メールを送信する際は、件名を「尾道市障害者保健福祉計画等策定業務委託に関

する質問（法人名）」とし、電話にて到着確認を行うこと。 

（1） 質問書の提出期限   

令和８年４月６日（月）午後５時まで（必着） 

（2） 回答方法   

質問者を非公開とした上で、随時、尾道市ホームページに掲載する。 
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６ 参加表明書等の提出 

(1) 提出書類（証明書類は写しを可とする。発行後３か月以内のものを提出すること。） 

ア 参加表明書【様式第２号】 

イ 会社概要書【様式第３号】 

ウ 関連業務の実績【様式第４号】 

エ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

オ 尾道市税の完納証明 

カ 消費税及び地方消費税の納税証明 

※令和７～９年度尾道市物品購入等競争入札参加資格者名簿に登録されている者

については、エ～カの書類は省略できる。 

(2) 提出部数 

    1 部 

(3) 提出場所・方法 

「１４ 担当課」へ持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

※ 持参による受付は、尾道市の休日を定める条例（平成元年条例第３４号）に規定 

する市の休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から午後５時までとする。 

(4) 提出期限 

   令和８年４月６日（月）午後５時まで（必着） 

 

７ 企画提案書の提出要請 

  企画提案書を提出することができる者は、参加表明で提出された書類に基づいて審査

し、決定する。また、審査の結果は電子メールにより通知する。 

 

８ 企画提案書等の提出 

  企画提案書の提出要請通知を受けた者は、次の書類を提出するものとする。 

  提案は１者１案に限るものとし、書類提出後の差替え、修正、追加等（誤字、脱字の修

正等、軽微なものを除く。）は認めない。 

(1) 提出書類 

ア 企画提案書等提出届【様式第５号】 

イ 企画提案書  

・ 別紙仕様書の内容を踏まえ、次の①～④の項目について作成すること。 

・ 様式は A4 判（縦・横問わない）、両面・カラー印刷とすること。なお、図・表な 

どは A３判折込みを可とする。 

・ 表紙・目次を除き１２ページ以内とし、表紙・目次以外の各ページにページ番号 

を付与すること。なお、A３判は A4 判２ページとみなす。 

・ 文字サイズは１１ポイント以上（図表は除く）とする。 
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①業務の実施体制 

・ 業務責任者（専ら本業務に従事し、当該業務において受託者を代表する者）の 

氏名役割、経歴、主な業務実績など。 

・ 業務従事者（専ら本業務に従事する者）の氏名、経歴、主な業務実績など。 

②業務内容に関する具体的な手法及び提案 

・ 策定の考え方 

・ 策定に向けた検討支援方法 

・ 調査分析・課題の把握及び重点課題の抽出方法 

③業務行程・スケジュール 

・ 本業務で実施しようとする各業務の工程、スケジュールについて、仕様書及び 

提案内容を踏まえて記載すること。 

 ④その他独自の提案事項 

ウ 見積書  

見積書の様式は任意とする。また、内訳についても記載されていること。 

※消費税及び地方消費税については１０％とすること。 

  エ 他市の障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画（８部） 

    提案者が策定を支援した過去５年以内の他市の障害者計画及び障害福祉計画並び

に障害児福祉計画の中で、提案者が優れていると考える１計画（本編及び概要版）。 

（2）提出部数  

     ８部（本書 1 部、コピー（製本不要）７部） 

（3）提出場所・方法 

「１４ 担当課」へ持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

※持参による受付は、休日を除く午前９時から午後５時までとする。 

（4）提出期限 

令和８年４月１５日（水） 午後５時まで（必着） 

 

９ 企画提案書等の審査 

   提出された企画提案書等について、市が設置する「尾道市第８期障害福祉計画及び 

第４期障害児福祉計画策定業務委託事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）」

で審査を行う。なお、提案者が 3 者以下の場合は、一次審査は行わない。 

(1)  一次審査（書類審査） 

 ア 日時 

   令和８年４月１７日（金）、４月２０日（月） 

 イ 実施方法 

   別紙「尾道市第８期障害者福祉計画及び第４期障害児福祉計画策定業務委託評価基 

準」に基づき、書面審査を実施し、３者を選定する。 

  評価の合計点が同点になった者が複数ある場合は、同点になった者全てを選定する。 
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 ウ 一次審査結果の通知 

   企画提案書提出者全員に対し、書面により通知する。 

(2)  二次審査（プレゼンテーション） 

ア 日時・場所 

  令和８年４月２８日（火） 尾道市役所本庁舎（予定） 

  ※ 参加対象者には一次審査結果と併せて通知する。 

  ※ プレゼンテーションは非公開とし、プレゼンテーションを行う順番は企画

提案書の受付順とする。 

イ プレゼンテーション出席者 

  自社社員５名以内とする。 

ウ 持ち時間 

  プレゼンテーション１５分以内、質疑応答１０分程度とする。 

エ 説明内容 

  ８(1) の資料を用いて説明し、当日の差替え、追加は認めない。 

オ 二次審査結果の通知 

  二次審査参加者全員に対し、書面により通知する。 

 

１０ 選考方法 

   企画提案書等及びプレゼンテーションの内容により、本業務の受託候補者を選定す

る。 

   なお、提案者が１者の場合においても審査を実施し、受託候補者として適していると

判断した場合は、その提案者を受託候補者として決定する。 

(1) 評価基準 

    企画提案書等及びプレゼンテーションの内容に関する評価項目及び点数は、別紙

「尾道市第８期障害福祉計画並びに第４期障害児福祉計画策定業務委託評価基準

表」のとおりとする。 

(2) 選定方法 

  「(1) 評価基準」の合計点数が、最高点の者を受託候補者に選定する。また、２番

目に高い者を次点者に選定するものとする。 

なお、最高得点者が複数いる場合には、選定委員会の決するところによる。 

(3) 選定結果の公表 

ア 選定結果については、尾道市ホームページに掲載する。 

 イ 審査・選定結果に関する電話や FAX、電子メール等による問い合わせには一切応

じない。 

 ウ 各評価点及び順位は公表しない。 

 エ 応募者は、審査結果に関する異議を申し立てることはできない。 
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１１  失格要件 

参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（1） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(2) 提出期限までに所定の書類を提出しなかった場合 

(3) 業務委託料の上限を超えた見積書を提出した場合 

(4) 正当な理由なくプレゼンテーションに参加しなかった場合 

(5) 契約締結までの間に本実施要領に定める参加資格を満たさなくなった場合 

(6) 他の参加者に対して不当な行為をしたと認められる場合 

(7) その他、本実施要領の事項に違反したと認められる場合 

 

１２ 契約の締結 

(1) 契約の方法 

 ア 選定委員会において選定した受託候補者と業務内容について協議を行い、仕様書

の内容を確定した後に見積りを徴収し、契約を締結するものとする。 

 イ 受託候補者と契約が締結できなかった場合又は失格要件に該当すると認められ

た場合は、次点者を相手方として契約交渉を行うものとする。 

 ウ 契約手続は、尾道市契約規則（昭和３９年尾道市規則第２８号）の定めるところ

による。 

(2) 業務委託料 

   選定された事業者に別途見積書の提出を求め、予算額の範囲内で決定する。 

(3) 契約保証金 

   契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、尾道市契約規則の免除規 

定に該当するときはこの限りでない。 

 

１３ その他 

（1） 提出された書類は返還しない。 

（2） 提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提出者の負担とする。 

（3） 提出期限後の質問及び書類の追加・修正には原則応じない。 

（4） 提出書類の著作権は参加者に帰属するが、審査に必要な範囲において無償で複製

することができるものとする。 

(5)  参加表明書の提出以降、辞退する場合は速やかに辞退届【様式第６号】を提出す

ること。 

(6) 提出された企画提案書等は、尾道市情報公開条例（平成１２年条例第８号）の規定

に基づき公開することがある。 
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１４ 担当課 

〒722-8501 

 広島県尾道市久保一丁目 15 番 1 号  

 尾道市福祉保健部社会福祉課 

電話番号：0848-38-9124 FAX：0848-38-9206 

E メール:s-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp 
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（別紙）   尾道市第８期障害者福祉計画及び第４期障害児福祉計画 

策定業務委託評価基準表 

 

                         ※委員一人当たりの配点 

評価項目 評価基準 配 点 

(1)業務の実施体制 ・本業務を確実に実施できると見込まれる事業者で

あるか。 

５点 

(2)セキュリティ対策・

個人情報保護 

・業務における個人情報等の取扱いに十分配慮がさ

れており、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざん等を

防ぐための適切な対策がとられている。 

５点 

・情報セキュリティ関連認証を取得している。 ５点 

(3)業務の実績 ・本業務と同種または類似の業務の受託実績は豊富

か。 

５点 

(4)企画提案書 ・関係法令や国の動向を十分に理解した上で、業務

を実施することができるか。 

１０点 

・本市の障害者の現状や特性を把握し、適切な考察

を行っているか。さらに、その他独自の提案がなさ

れており、提案内容が、本市の現状を踏まえたもの

であり、妥当性があるか。 

２０点 

・策定に向けた検討支援方法が、具体的かつ適切な

提案がなされているか。 

２０点 

・本計画の評価、分析、目標設定及びアンケート調

査等の調査分析、課題の把握及び重点課題の抽出方

法が、具体的かつ適切な提案がなされているか。 

２０点 

・業務工程、スケジュールについて、受注者、発注

者それぞれの役割分担にも配慮し、進捗管理ができ

るよう適切な提案がなされているか。 

１０点 

・見積金額は、提案内容を勘案して妥当であり、経

費の内訳が適正かつ明確であるか。 

５点 

(5)他市の障害者計画及

び障害福祉計画並びに

障害児福祉計画の策定

内容 

・過去５年以内に提案者が策定支援を行った他市の

障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画

の全体構成、読みやすさ、見やすさ。 

５点 

小 計 １１０点 

(6)プレゼンテーション ・説明は簡素で分かりやすく、表現や言葉遣い等は

適切であるか。 

５点 
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・本業務に対する取組姿勢が積極的であり、熱意が

あるか。 

５点 

・提案説明の説明、質疑応答において適正かつ的確

に対応しているか。 

５点 

・障害福祉制度に対する理解度は十分か。 ５点 

・本業務に対する理解度は十分か。 ５点 

・プレゼンテーションの構成は妥当か。（時間を有効

に使っているか。伝えたいことを簡潔・明瞭にアピ

ールできているか。 

５点 

小 計 ３０点 

合 計 １４０点 

 

 

【評価の目安】 

段 階 配点が 20 点の場合 配点が 10 点の場合 配点が 5 点の場合 

非常に優れている 20 点 １０点 ５点 

優れている 16 点 8 点 4 点 

普通（一般的な提案） 12 点 ６点 3 点 

劣っている 8 点 4 点 2 点 

非常に劣っている 4 点 ２点 1 点 

記述がない、要求に適合しない 0 点 0 点 0 点 

 


